
（2）上位計画との整合及び連携

　「都市計画マスタープラン」及び「立地適正化計画」との整合を図るとともに、「県

都市基本計画」や広域的な観点から、各都市の将来像を示す「東遠広域都市計画区域

マスタープラン」に位置づけるよう調整し、生活実態に即した広域的な空家等対策に

取り組み、都市計画として位置付け、図ります。

図 3-�2　上位・関連計画

上位計画

第２次掛川市総合計画
（平成28年度策定）

第2次掛川市国土利用計画
（平成28年度策定）

第５次静岡県国土利用計画
（平成28年度策定）

東遠広域年計画区域マスタープラン
（平成28年度策定）

区域マスタープランへの明文化

掛川市空家等対策計画
掛川市都市計画マスタープラン
（平成29年度策定予定）

掛川市空き家等の適正管理に関する条例

根拠

即す

整合

空家等に関する施策を総合的かつ

計画的に実施するための基本的な指針

空家等対策の推進に関する特別措置法

住生活基本方針

地区・地域における活動

掛川市立地適正化計画
（平成29年度策定予定）

関連計画等

連
携
・
整
合

公共交通関連 行政・財政関連 保険・医療関連

住宅関連 教育文化関連 子育て支援関連

都市基盤関連 産業関連 福祉関連
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3.1  位置づけ

（1）法的な位置づけ

　空家特措法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」であり、空家等に関する対策

を総合的かつ計画的に実施するため、国の基本指針に即して策定する計画です。

図 3�-1　空家特措法の全体構造

第１条　目的

第５条　基本方

第４条・第６条　空家等対策計画

地域住民の生命、身体又は財産の保護

生活環境の保全

空家等の活用促進

第９条・第10条　調査

第２条第１項　空家

第２条第２項　特定

空家等

・保安上危険

・衛生有害

・景観損なう

掛川市及び地区・地域が協働

で実施

第11条　データベース

第３条・第12条　所有車等に

　　　　　　　　よる適正活用

第13条　跡地活用

第14条　措置

第
７
条　

協
議
会

掛
川
市
住
宅
政
策
協
議
会

▼

▼

▼

▼

▼ ▼ ▼

▼

第８条　都道府県による援助

第15条　財政上の措置

第16条　過料（14条２項、９条２項違反）

第14条　特定空家等に対する措置第14条　特定空家等に対する措置

助

言

又

は

指

導

勧

告

命

令

代

執

行

第４項　意見書の提出

第５項～第８項　意見書の提出にかか

わる意見の徴収

第14項　国交省・総務省の

　　　　定める指針

　　　　（ガイドライン）

第15条　国交省・総務省令　

第３章  計画の概要　～実効性向上のポイント～
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③東遠広域都市計画区域におけるイメージ

3.2  計画期間

　計画期間は、平成29年度から平成38年度までの10年間とします。上位計画の改定や

空き家を取り巻く状況の変化及び社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて適宜

変更できるものとします。

図 3�-3　東遠広域都市計画区域での空家等対策

津波ハザード

都市機能誘導区域

菊川市都市拠点

地域生活拠点区域
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就業場所の近接地
の空き家に住み替え

運動（新幹線等）の利便性から
駅近くの空き家に住み替え

学校の近接地の
空き家に住み替え

津波ハザードから内陸
の空き家に住み替え

学校の近接地の
空き家に住み替え

住み慣れた近場の
空き家に住み替え



①都市計画マスタープランとの連携

　掛川市は、人口減少や防災リスクの高まり等により、これまで培ってきた歴史、文

化、伝統等の地区・地域資源の魅力低下が懸念されています。そのため、都市計画マ

スタープランにおいては、地区・地域資源を活かした各中学校区におけるまちづくり

の実践と、市中心部等と各拠点との連携強化を図る「多極ネットワーク型の都市構造」

の構築をめざしています。

　その中で、「空家等対策」については、以下の方針で取り組むこととしています。

■適切に管理が行われていない空き家の増加は、保安上の問題の悪化や、公衆衛生の

悪化、景観阻害等の外部不経済の発生が危惧されることから、各地区のまちづくり協

議会と連携し、「特定空家等０（ゼロ）」の都市づくりを進めます。

■居住誘導区域内の空き家については、地区交流、地域活性化、福祉サービスの拡充

等の観点から、当該空き家やその跡地の利活用を図ります。

■用途地域外の空き家については、豊かな自然や歴史・文化等の本市特有の地域資源

に親しめる空間としての利活用や、移住・定住や二地域居住の促進を図ります。危険

空き家等については、自然的土地利用への土地利用転換等を進めます。市営住宅をモ

デルケースとして、施設の統廃合と跡地利用を一体的に、民間活力等の導入により、

魅力的な新たな生活環境の創出に取り組みます。

■行政では対応が困難となる不動産仲介や空き家等のリノベーションへの対応のほか、

地域の雇用や活力創出を目的に、NPO等の組織づくりに取り組みます。

②立地適正化計画との連携

　掛川市では、合併の経緯や生活圏の広がりから、市内の都市的な生活圏が掛川区域、

大東区域及び大須賀区域に分散していること、また、保・幼・小・中学校を支援する

体制づくり「中学校区学園化構想」に取り組んでいること等を踏まえ、立地適正化計

画においては、中学校区を１つのコミュニティ単位として捉え、めざす都市構造を構

築していきます。

　その中で、「空家等対策」については、以下の方針で取り組むこととしています。

■都市機能誘導区域を中心として、開発ポテンシャルが高い地区・地域における「空

家等」については、規模等の条件や誘導をめざす都市機能増進施設の位置づけ等を踏

まえ、国の支援制度等を活用しながら民間事業者との連携も視野に有効活用を図りま

す。

■居住誘導区域内における「空家等」については、老朽状況や立地環境等を踏まえ、公

共空間やリノベーション等による新たな活用を図ります。

■地域生活拠点区域内における「空家等」については、コミュニティの形成や防災機

能の向上等、地区・地域生活に資する空間として、地区・地域と連携しながら活用を

図ります。空き家に関する支援制度は、今後検討予定です。
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図 3�-6　空き家の分類に応じた対応

3.4  対象区域

（1）対象区域

　空家等対策の対象区域は、掛川市全域とします。

　

（2）重点区域

　特定空家等の除却に関しては、大規模地震等の災害が発生した場合に、救命活動や

物資輸送を円滑に行うための静岡県が指定した、緊急輸送路沿道を重点区域とします。

また、除却及び除却後の跡地利用の推進に関しては、掛川市立地適正化計画に定めら

れる居住誘導区域（都市機能誘導区域を含む）を重点区域とします。

①流通空き家

④自然空き家

②非流通空き家

③特定空家等

・移住・定住の受け皿

・掛川市では、非流通空き家（②）、特定

　空家等（③）を空家等対策施策の対象と

　します。

→非流通空き家の適正な管理及び特定空家

　等の除却を促進していきます。

地区・地域資源

外部不経済
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　本計画では、空き家の適正管理の啓発や地区・地域資源となる非流通空き家（②）の

活用と外部不経済の発生源である特定空家等（③）の除却に主眼を置きます。



3.3  対象とする空家等の種類

　空家特措法第2条第1項で規定する「空家等」（第２条第２項で規定する「特定空家

等」を含む。）に加え、戸建住宅と同様の問題発生が予想される共同住宅の空き室や

住宅以外のホテル、中心市街地の空き店舗、工場、集客施設等の全ての建築物と工作

物が対象となります。

　　空き家の種類　　　　　　　　　　　　　概　　　要

�①� 流通空き家� 市場で買い手や借り手が見つかる空き家

�②� 非流通空き家

�③� 特定空家等� 耐震上、景観上に著しく欠陥のある空き家

�④� 自然空き家�

図 3-�4　対象とする空き家

図 3�-5　老朽化する空き家

　また、空き家は、その状況に応じて以下の4つに分類することができ、それぞれの空

き家の状況に応じて対応も異なります。空き家の問題は、その数ではなく、特定空家

等の数と場所、さらには市場空き家の需給バランスがより重要となります。

　本計画では、空き家の適正管理の啓発や地区・地域資源となる非流通空き家（②）の

　活用と外部不経済の発生源である特定空家等（③）の除却に主眼を置きます。

　人が使用していない建物は一般的に老朽化が進みます。現在は流通空き家（①）であ

っても、適正な管理を怠れば、何年か後には非流通空き家（②）となり、さらには外部

不経済となる特定空家等（③）になってしまいます。

表 3�-1　空き家の分類

・周りに民家や道路等がなく、誰にも迷惑を掛けない空き家

・適切に管理されている空き家

市場で流通しないため、地区・地域のために使うことが

望まれる空き家

共同住宅

本計画の対象

工場/集客施設法の対象
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×年後

流通空き家（①） 非流通空き家（②） 特定空家等（③）

更に×年後


